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最近、うつ病等の精神疾患にかかった従業員への対処に

ついて、ご相談を受けることが多くなりました。精神疾患の

場合、対応を誤ると本人の健康状態の悪化はもちろんのこ

と、同じ職場で働く他の従業員にも悪影響を与えてしまうお

それもあります。休職制度を適用させることが選択肢の一

つでありますが、この休職制度について不十分な就業規

則がまだまだ多いように思います。 

今回は休職制度の定め方に関する注意点を解説します。
 

１. 休職とは 
休職とは、ケガや病気など従業員側の事情により、就業

が困難となったとき、会社が就労義務を免除する処分のこ

とをいいます。 

通常、就業規則では解雇事由として「傷病により長期に

わたり業務に耐えないとき」と定めていますので、傷病によ

り勤務できなくなったら、本来解雇として取り扱われます。

そこで休職というのは、直ちに解雇となるところを一定の猶

予を与えて、労働契約関係を維持しながら傷病の回復を

待つ、という従業員を保護する制度といえます。これが休

職に関する基本的な考え方です。 

なお、「休職」については、労働法による定めはありませ

ん。よって、休職期間やその他要件は会社が独自に決定

することができます。以下で休職制度を定めるときの注意

点についてみていきます。 
 

２. 就業規則に定めるときの注意点 
 

（１）休職の適用要件に無理はないか。 

「業務外の傷病により、欠勤が 1 ヶ月以上続くとき。」 

このような定めがよく見受けられます。これは 1 ヶ月以

上欠勤が続かないと休職を命じることができないと同じ意

味です。上記でもふれた精神疾患の場合、出社と断続的な

欠勤が繰り返されるケースが多いため、欠勤が続いていな

くても、休職を適用できるよう規定しておくことが大切です。

【規定例】 欠勤が 2 ヶ月間で 15 日に達したとき等 
 

（２）休職期間の長さは妥当か。 

 休職期間については、一概に○ヶ月、○年が望ましいと

いえるものではありません。うちは社員を大切にしたいから

3 年間在籍を認める、というのもその会社の方針ですので

もちろん構いません。しかし考えておかなければいけない

ことは、休職中無給であっても人件費コストはかかるという

ことです。社会保険料（健康保険・厚生年金）は休職中であ

ってもかかります。仮に 3年間休職を認めた場合、その間

給与の約 12％の社会保険料を延々と負担することとなり

ます。半年から長くても 1年半くらいが妥当かと思います。

勤続年数に応じて休職期間を変えるやり方もあります。 

なお、業務外の傷病により休職している間、従業員は健

康保険から傷病手当金（給与の約 2/3）を受け取ることが

できます。受給期間は最大で 1年半です。 
 

（３）休職期間中の賃金等の扱いが明確か。 

 休職期間中の賃金の支払い（無給・有給）、社会保険料

の納付方法（毎月本人より徴収、復職時まとめて徴収等）、

休職期間を勤続年数に含めるかどうか、といった点をはっ

きり規定しておくことが必要です。 
 

（４）再発時の扱いについて規定しているか。 

 いったん復職したものの、またすぐに同じ傷病で休職が

始まる場合もあります。前の休職期間をリセットし、また最

初から休職を適用させるとなると、休職制度の本来の意味

がなくなります。次のような再発時の定めが必要です。 

【規定例】 休職の中断期間が 2 ヶ月未満の場合は、前後の

休職期間を通算し連続しているものとみなす。 
 

（５）復職時の判断基準が明確か。 

 復職時には、従業員の申請のほかに医師の診断書を提

出させます。なお、医師によっては現実の仕事の内容を考

えず一般的な判断で職場復帰可能と判断するケースもあ

るため、「会社の指定する医師の診断書を提出させる場合

がある」と規定しておくことも必要です。 
 

（６）自動退職の旨を明記しているか。 

休職期間が満了しても治癒せず復職できないときは、そ

の期間満了時に自動退職となります。この休職期間満了

による退職は「解雇」ではありません。定年と同じように終

期の到来による労働契約の終了となります。 

 このように解雇の問題を生じないようにするためには、休

職要件、期間、自動退職の定めを明確に定めていることが

前提条件となります。 

「該当者不明の年金記録 5千万件」の話題で持ちきりです。

今朝 NHKから事務所の方に電話があり、不明記録に関する

相談が寄せられていたら詳細を教えてほしいと言われました。

政府は 1年以内に全て調査する方針です。調査を迅速に行う

ことはもちろん重要ですが、それより、今度こそ漏れなく確認

し、二度と起こらないような仕組みづくりをすることがもっと重

要です。メンツ云々の問題ではないと思います。 

● コラム ● 

― 今月の主な労務・税務の手続き ― 

・労働保険年度更新（第 1期納付期限 6月 11 日） 

・住民税額通知書のとりまとめ（6 月分より変更です。） 


